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LETTER 　2021年11月号のニュースレターをお届けします。

　掲載内容に関してご不明な点等があれば、当事務所

までお問い合わせください。
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2026年3月号のニュースレターをお届けします。
掲載内容に関してご不明な点等があれば
当事務所までお問い合わせください。
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◆インボイス制度　激変緩和措置を延長へ
◆マンションの相続税評価の見直しについて
◆令和7年度群馬県融資制度　協調支援型特別保証要件（Iタイプ）
◆紙の手形・小切手利用廃止へ
◆！労災保険に関するご注意です！
◆協会けんぽの2026年度保険料額表が公開
◆カスハラ・就活セクハラ防止対策（2026年10月1日 施行予定）
◆M&A譲渡し情報
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不動産 FLASH
 

相続税等の財産評価の適正化（令和 8年度税制改正の大綱より）  

・貸付用不動産の評価を時価に近づけるための改正 

・5年以内取得の不動産には、取得価額を基にした新たな評価方法 

・一部の不動産関連金融商品には、取得時期にかかわらず新たな評価方法 

相続税等の財産評価の適正化 

2025 年 12 月 26 日に「令和 8 年度税制改正の大綱」が閣議決定された。今回の不動産関係

の税制改正では、賃貸不動産の相続時における財産評価の算定方法に変更が加えられる見込み

であり、注目されている。本レポートでは、その改正点について解説する。 

なお、この改正は関連通達等が整備されるまでは不確定な要素を含むうえ、本レポートで

は、情報の正確性や網羅性よりも理解しやすさを優先した記述をしている。個々の税務に関し

ては、税理士等へ確認されたい。 

 

相続前 5年以内に取得した賃貸不動産には新たな評価方法 

 改正の内容 

相続財産に一定の貸付用不動産（賃貸マンション等）があ

った場合の、その評価方法が一部変更される。被相続人（故

人）が、その不動産を課税時期の前 5 年以内1に対価を伴う

取引（売買等）で取得していた場合には、課税時期における

通常の取引額で評価することになる。この改正は、2027 年 1

月 1 日以後の相続に適用される。2 

 ここで言う通常の取引額については、課税上の弊害がない

限り、次の算出方法が示されている。故人が取得した時の取

得価額を基にして、地価の変動等を考慮した修正を行い3、

修正後の価額の 80%相当で評価するというものである（図

表 1）。 

 改正の背景 

 相続税計算時の不動産の評価額は、原則として時価評価としつつも、市場価格の把握が難し 

 
1 取得後 5 年を経過した不動産の取り扱いは、明らかになっていない。 

2 被相続人が 5 年前から所有していた土地に、5 年以内に新築をした家屋（建築中を含む）には、適用

されない。 

3 大綱には明示されていないが、土地の路線価の変動や建物の減価償却分等を考慮することになると見

込まれる。 

図表 1: 評価方法のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所  三菱 UFJ信託銀行 

取得価額

地価の変動等

変動を考慮して計算した価額

評価額

80%

X

取得後5年以内の貸付用不動産
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い不動産が多いことから、国税庁の定める「財

産評価基本通達（以下「通達」）」を用いた算定

が一般化している。通達においては、とくに貸

付用不動産は、借家人がいることで所有者の利

用が制限されるため価値が減少すると捉え、い

くつかの軽減措置が認められてきた（図表２）。 

近年は、一部の不動産に通達が想定していな

かった価格上昇が見られるようになっている。

通達による評価額と時価に極端な乖離が生じた

場合に、国税庁は「通達の定めによって評価す

ることが著しく不適当と認められる財産の価

額」として個別対応により課税してきた（通達

総則 6 項の適用）。しかし、納税者にとって申告

後に総則 6 項が突然適用されるのでは、予測可

能性が確保できず、十分な納税資金確保等の準

備ができないとの問題があった。今回は、総則 6 項の適用を避けつつ乖離の縮小を図るため、

改正が検討されることになった。4 

 

一定の不動産小口商品5は、取得時期にかかわらず事業者が

示す時価 

 不動産投資商品の中には、不動産特定事業契約に基づき

対象不動産に不特定多数が小口で出資したり、SPC が保有

する不動産の信託受益権を不特定多数が小口に分割して取

得したりするスキームがある。これらの投資商品には、相

続財産評価にあたり、投資対象の不動産を従来の通達によ

って評価した金額を基にした申告が認められるものがあっ

た。 

 しかし、改正後は時価に近づけて評価されることにな

る。評価額は、事業者が示す不動産の価格等6を参考にする

ことができ 、もし価格の情報が得られない場合は、前述し

た現物不動産の評価（取得価額にその後の変動を考慮した

上で、その 80%相当）で評価する。 

 また、対象となる投資商品においては、現物不動産と異なり取得後 5 年以内の限定がない。

 
4 大綱では「相続税法の時価主義の下、貸付用不動産の市場価格と相続税評価額との乖離の実態を踏ま

え、その取引実態等を考慮し、～見直しを行う。」と記されている。 

5 大綱では「不動産特定共同事業契約又は信託契約に係る金融商品取引契約のうち、一定のものに基づ

く権利の目的となっている貸付用不動産」と記されている。 

6 大綱では「事業者が示した適正な処分価額・買取価額等、事業者等が把握している適正な売買実例額

又は定期報告書に記載された不動産の価格等を参酌して求めた金額によって評価することができる」と

記されている 

図表 2: 従来の通達による評価のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所  三菱 UFJ信託銀行 

図表 3: 小口商品の評価のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出所  三菱 UFJ信託銀行 
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貸付用不動産

土地

土地評価額 建物評価額

固定資産税評価額

貸家建付地軽減

貸付事業用地軽減

貸家軽減

事業者が示す

参酌した評価額

X

不動産小口商品（5年限定なし）

処分価格・買取価額

売買実例額

上記該当がない場合は

図表１に準じて評価

定期報告書記載の

不動産価格
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電子化することで、「コスト削減」「事務負荷軽減」「リスク低減」等のメリットがあります。

●政府方針を受けて、多くの金融機関では2027年３月を待たずに前倒しで
手形・小切手の取扱いを縮小する動きを示しています（手形帳・小切手帳の
発行終了や2027年４月以降を期日とする手形等の代金取立受付の終了等）。

●事業者さまによっては、電子的決済サービスへの切替えには時間がかかる
場合があります。

1 2 3コスト削減 事務負荷軽減 リスク低減
電子化の
メリット

STEP

2
STEP

3
取引先へ
ご案内

社内の
導入準備

2027年３月末までに
電子化しないとどうなるの？

金融機関へ
ご相談/申込

全国銀行協会のウェブサイトでは、紙の手形・小切手の電子化に関する情報等を掲載中！

詳しくは、取引金融機関にお問い合わせください！

STEP

1

事業者さまの電子化支援や
資金繰り支援等のサポートを
行っている金融機関もあり

でんさい等の電子記録債権・
インターネットバンキングによる
振込等への切替えを案内

でんさい等の電子記録債権や
インターネットバンキングによる振込等があります。

電子的決済サービスには
何があるの？

事務手続きや管理手順の見直し
を行い初期設定

かんたん３ステップで導入できます。

?

?

?

電子的決済サービスの導入は
難しくないの？

￥

事業者さまにおいて、これまでどおりの手形・小切手の利用が
できなくなる可能性があるため、早期に電子的決済サービス
への切替えのご検討をお願いします。

郵送料
印紙代
取立手数料

現物管理
手書き・ゴム印
印紙・押印・発送

紛失・盗難の
心配がなく、
災害に強い









 

 

 

 

 

 

 

 

協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率は、例年の 3 月分から変更になっ

ています。2026 年度も新たな保険料率が決定し、2026 年 3月分（4月納付分）以

降の保険料額表が協会けんぽのホームページで公開されました。 

2026 年は健康保険料率および介護保険料率が変更になる他、2026 年 4 月分

からは新たに子ども・子育て支援金の徴収が開始となります。今回は、標準報酬月額

に応じて負担となる子ども・子育て支援金についても新たに欄が設けられ、控除額が

示されました。 

4月支給分給与からは健康保険料および介護保険料が、5 月支給分給与からは子

ども・子育て支援金が変更になりますので、控除誤りや控除漏れが発生しないように

ご注意ください。 

 

群馬県 

2026 年 4 月支給給与より変更 

【健康保険料率】      4.885％→4.84％ 

【介護保険料率】      0.795％→0.81％ 

【厚生年金保険料率】   9.15％（変更なし） 

 

2026 年 5 月支給給与より新たに発生 

【子ども・子育て支援金率】   0.115％ 

 

※上記の料率は全て従業員負担のみの料率となっております。 

協会けんぽの 2026年度保険料額表が公開 

（子ども・子育て支援金も掲載） 
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